
第 ４ 号議案  

 

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ４ 年 ２ 月 ２４ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永  見  理  夫 

 

 

（説 明） 特定任期付職員の期末手当の支給率の引下げを行うため、条例の一部

を改正するものである。 

 

 

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例案 

 

国立市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２４

年１２月国立市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条中「１００分の１０７.５」を「１００分の１０２.５」に、「１００

分の１５５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１１７．５」を

「１００分の１１２．５」に、「１００分の１６５」を「１００分の１６０」

に改める。 
 

付 則 
 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 令和４年３月１日を基準日として支給する期末手当に限り、改正後の第

５条の規定の適用については、同条中「第１５条第２項中」とあるのは、



「第１５条第２項中「１００分の２５」とあるのは「１００分の１５」

と、」とする。 


